
地質・土質調査業務共通仕様書 県の新仕様と県の現仕様を並べて表記（新旧対照表） 

県の現仕様（H28） 県の新仕様（H29） 

第108条 主任技術者 

１．受注者は、地質・土質調査業務における主任技術者を定め、発注

者に通知するものとする。 

 

２．主任技術者は、契約図書等に基づき、地質・土質調査業務に関す

る管理を行うものとする。 

 

３．主任技術者は、技術士（総合技術監理部門（選択科目：建設一般

並びに土質及び基礎、又は応用理学一般及び地質）又は建設部門

（選択科目：土質及び基礎）若しくは応用理学部門（選択科目：

地質））、シビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ

」という。）（地質部門又は土質及び基礎部門）の資格保有者又は

これと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（

日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。なお、業務

の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含

み、かつその範囲が、第602条第2項から第4項までの場合、地質調

査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を主任技術者

とすることができる。 

 

４．主任技術者は、監督員が指示する関連のある地質・土質調査業務

等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなけ

ればならない。 

 

５．主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、

退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場

合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承

諾を得なければならない。 

 

 

第108条 主任技術者 

１．受注者は、地質・土質調査業務における主任技術者を定め、発注

者に通知するものとする。 

 

２．主任技術者は、契約図書等に基づき、地質・土質調査業務に関す

る管理を行うものとする。 

 

３．主任技術者は、技術士（総合技術監理部門（選択科目：建設-土質

及び基礎、又は応用理学-地質）又は建設部門（選択科目：土質及

び基礎）若しくは応用理学部門（選択科目：地質））、シビルコン

サルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という。）（地質部

門又は土質及び基礎部門）の資格保有者又はこれと同等の能力と

経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保で

きれば可）でなければならない。なお、業務の範囲が現場での調

査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、かつその範囲が、

第602条第2項から第4項までの場合、地質調査技士又はこれと同等

の能力と経験を有する技術者を主任技術者とすることができる。 

 

 

４．主任技術者は、監督員が指示する関連のある地質・土質調査業務

等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなけ

ればならない。 

 

５．主任技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、

退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場

合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承

諾を得なければならない。 

 

 



地質・土質調査業務共通仕様書 県の新仕様と県の現仕様を並べて表記（新旧対照表） 

県の現仕様（H28） 県の新仕様（H29） 

第109条 照査技術者及び照査の実施 

１．受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければな

らない。 

 

２．設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内

容によるものとする。 

（１）受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通

知するものとする。 

（２）照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（選択科目：建設一

般並びに土質及び基礎、又は応用理学一般及び地質）、建設部門

（選択科目：土質及び基礎）若しくは応用理学部門（選択科目：

地質））、ＲＣＣＭ（地質部門又は土質及び基礎部門）の資格保

有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本

語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 
（３）照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に

関する事項を定めなければならない。 
（４）照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の

節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容について

は、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなけ

ればならない。 
（５）照査技術者は、照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責にお

いて署名捺印のうえ主任技術者に提出するものとする。 
 

３．照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、

退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場

合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承

諾を得なければならない。 

第109条 照査技術者及び照査の実施 

１．受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければな

らない。 

 

２．設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内

容によるものとする。 

（１）受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通

知するものとする。 

（２）照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（選択科目：建設-

土質及び基礎、又は応用理学-地質）、建設部門（選択科目：土

質及び基礎）若しくは応用理学部門（選択科目：地質））、ＲＣ

ＣＭ（地質部門又は土質及び基礎部門）の資格保有者又はこれ

と同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日

本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 
（３）照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に

関する事項を定めなければならない。 
（４）照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の

節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容について

は、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなけ

ればならない。 
（５）照査技術者は、照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責にお

いて署名捺印のうえ主任技術者に提出するものとする。 
 

３．照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、

退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場

合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承

諾を得なければならない。 

 

 


